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１．基本的考え方
　県内（四国内の隣接する市町村）での新型インフルエンザの感染者の発生が確認された場合、県民生活や経済への影響を最小限に抑えつつ、感染拡大を防ぐとともに、基礎疾患等を有する者等を守るため、市町村、関係機関と連携し、県庁組織の総力を挙げ全力で取り組む。
２．対策を実施する地域について
　先ずは、患者の居住する地域を中心に、患者の行動状況を踏まえ、地域を定める。

その後、積極的疫学調査に基づき、「患者や濃厚接触者が活動した地域等」が明らかになった場合は、当該地域とする。
３．対策項目及びその内容
（１）イベント、行事
　　・県主催は、開催の必要性を改めて検討し、開催する場合は感染機会を減らすための工夫をする。
　　・市町村主催、民間主催のものは県同様の対応を要請する。
（２）集客施設
　　・県立施設は感染機会を減らすための工夫をする。
・市町村、民間の施設にも県同様の対応を要請する。
（３）公共交通機関
　　・利用者の感染機会を減らすための工夫をするとともに、従業員の健康管理と感染機会を

減らすための工夫をすることを要請する。
（４）ライフライン
　　・供給体制の確認や事業継続に向けた注意喚起を行う。
（５）学校、保育施設等
　　・発生した患者が学校・保育施設等に通う児童・生徒等である場合、市町村の一部又は全部、場合によっては県内全域での臨時休業を要請する。
・発生した患者が児童・生徒等以外であっても、二次感染が生じ、さらに感染拡大のおそれがある場合は、必要に応じて同様の対応を要請する。
（６）高齢者通所施設等
　　・学校、保育施設等の取扱に準じる。
（７）休暇等の配慮
・事業者に対して従業員の子育てや介護について休暇等の取得等の配慮をお願いする。
（８）相談体制
　　・状況に応じて、発熱相談センターの体制強化を行う。
（９）医療体制
　　・適切な医療の確保を行う。
（１０）その他関係機関と連携した感染防止に繋がる全庁体制での取組を確実に実施する。
４．対策実施期間
　先ず、７日間実施し、延長するかどうかは、状況を踏まえ、判断する。
５．県民の皆様へ
　・引き続き予防対策を講じること
・正確な情報に基づく冷静な行動を取ること
・特に、基礎疾患を有する方は注意をしていただくこと
